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 ○ 所管事項の報告について 

１ 未来共創推進戦略 2025（案）について 

２ 第８次八戸市行財政改革大綱の策定について 

３ 図南小学校校舎屋根のたわみ（凹）について 

日時 令和７年２月 20 日（木） 

   午後１時 

場所 第２会議室 









１



産業力
強化

子育て
支援

安全
安心

選ばれる
地域づくり

物価・燃料
価格高騰

次世代
エネルギー

共生
社会

２

中心
市街地
活性化 市民

サービスの
向上



３



2024 2025

４



2024 2025

５



2024 2025

６



７






















全
12事業

全
17事業



８





一般住宅
事業所



９


















10
























全
23事業

全
６事業



11

開催日

実施内容
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中心市街地
（市庁前広場、YSアリーナなど）

開催場所





令和７年９月又は10月の日曜日
10：00～16：00
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※八戸市出身者等：八戸市出身者及び八戸市と何らかの関りがある八戸市を地元と思う人（＝関係人口）

#超帰省 #八戸市
#施設名 #企業様名 など

指定のハッシュタグ

八戸市出身者等が市外出身
の友人を連れて帰省
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第８次八戸市行財政改革大綱

効果的・効率的な行政運営と持続可能な財政運営の確立

～『変革への挑戦』と『未来への責任』～

令和７年２月
八戸市

議 員 全 員 協 議 会 資 料
令 和 ７ 年 ２ 月 2 ０ 日
総 務 部 行 政 管 理 課



はじめに

１

市のミッション

八戸市行財政改革大綱の役割

地方公共団体の役割は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自
主的かつ総合的に実施することです。
また、その事務を処理するに当たっては最少の経費で最大の効果を挙げることに加えて、常

に組織及び運営の合理化に努めることが求められています。

八戸市行財政改革大綱は、上記のミッションを達成し、市勢発展を実現していくことを目的
として、全職員が共通の認識に立ち日常業務を通じて行財政改革の検討・取組を進めるための
指針とするものです。

八戸市では、人口減少及び少子・高齢化が進行し、それらを背景とする人手不足の深刻化、施
設・インフラの老朽化への対応、住民の価値観やニーズの多様化、デジタル技術の社会への急速な
浸透など、市を取り巻く環境は大きく変化しており、行政需要の増大が今後も想定され、引き続き
厳しい行財政運営が続くものと見込まれます。
今後も市のミッションを果たしていくためには、職員一丸となって行財政改革にチャレンジする

ことが必要となります。



当市を取り巻く環境

２

７次にわたる行財政改革によって行政のスリム化や行政資源の最適化をはじめとする各種取組が実施され、着実に市民

サービスの向上が図られてきた一方で、人口減少及び少子・高齢化の進行やデジタル技術の浸透によるライフスタイルの

変化など、当市を取り巻く環境は大きく変化しており、行政需要の増大が今後も想定されることから、引き続き厳しい行

財政運営の状況が続くものと見込まれます。

（１）人口減少及び少子・高齢化の進行

（２）多発する自然災害や新たな感染症への備えの必要性

（３）デジタル技術の浸透によるライフスタイルの変化

（４）公共施設等の維持管理経費の増大



行財政改革の基本方針 ①

３

（１）策定の趣旨

職員一人ひとりが第７次八戸市総合計画に掲げる将来都市像「ひと・産業・文化が輝く北の創造都市」を見据えながら、

経営感覚を持って各種取組を考え、組織として限られた経営資源（職員・資産・資金・情報・時間）を効果的・効率的に活

用し、持続可能な行財政運営を推進するにあたり、これまでの行財政改革大綱の考え方を継承しながらも、新しい時代に対

応すべく「スマート自治体」への転換を目指し、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による業務の効率化や働き方

改革の更なる推進を図るための新たな指針として、「第８次八戸市行財政改革大綱」を策定します。

（２）行財政改革の方向性

人口減少に伴い、税収や職員数の減少が見込まれる中、より質の高い行政サービスを効果的・効率的に提供していくため、

従来の体制・事業・制度に固執することなく、スクラップアンドビルドの視点によって限られた経営資源の有効活用を図る

とともに、デジタル化の進展を踏まえたＤＸなど、効果的・効率的に行政サービスを提供する手法を常に追求し、変革への

挑戦に取り組みます。

加えて、先を見通すことが難しい状況が今後も続くことから、事務事業の効率化に加え、事業の選択と集中によって財源

を確保し、未来への責任を果たすため、あらゆる環境変化に耐え得る持続可能な財政基盤の確立を図ります。



行財政改革の基本方針 ②

４

（３）基本理念

効果的・効率的な行政運営と持続可能な財政運営の確立 ～『変革への挑戦』と『未来への責任』～

（４）推進期間

令和７年度から令和１１年度まで（５年間）

（５）注目指標

行財政運営の安定性や持続可能性、改革の進捗及び達成状況を総合的に判断するため目標を設定

定員管理（正職員）
※各年度4月1日時点

推 進 期 間

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

1,397人 1,403人 1,395人 1,388人 1,385人

基金残高 最終年度の令和11年度末において50億円を維持

財政健全
化指標

実質公債費比率 12％以下 (参考)
財政健全化法の早
期健全化基準

25％

将来負担比率 120％以下 350％



○市の現在地を確認するため他都市と比較する指標を設定

行財政改革の基本方針 ③

５

（６）関連指標

類似性の高い13都市

・人口１万人当たりの正職員数
・住民1人当たりが負担している会計年度任用職員コスト
・財政力指数
・経常収支比率
・有形固定資産減価償却率

指標

八戸市、青森市、盛岡市、郡山市、高崎市、川越市、甲府市、松本市、枚方市、寝屋川市、鳥取市、福山市、
久留米市

○中核市において、当市のように常備消防事務を一部事務組合で処理する団体を抽出し、類似性の
高い13都市（当市含む）を独自の類似団体として比較対象都市としました。



改革３本柱と推進項目

６

組織運営の最適化と人材育成の推進

時代の変化に対応した効果的で効率的な行政運営

経営感覚を持った持続可能な財政運営

組織力の向上 人材育成（能力向上） スマートなワークスタイルの推進 リスク管理の徹底

DX推進等による市民サービスの質の向上 庁内BPRの推進
事務事業の総合的な見直しの推進 多様な主体との協働・連携

健全な財政運営の推進 歳入の確保・強化 財産の適正管理と有効活用

（推進項目）

（推進項目）

（推進項目）

柱１

柱２

柱３

⇒アクションプログラム取組数 計35項目

⇒アクションプログラム取組数 計48項目

⇒アクションプログラム取組数 計27項目



推進体制及び進行管理

７

第８次行財政改革大綱を着実に推進するため、市長を本部長とする「八戸市行政改革推進本部」において、毎年度進行

管理を行います。

進行管理では、大綱に掲げた３つの指標とアクションプログラムに掲載した取組項目の進捗状況を把握するとともに、

社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するため、新たな取組の掘り起こしやスケジュールの前倒しなどを随時行いながら見

直しを実施します。

なお、進行管理結果については、市民に公表するとともに、八戸市行政改革委員会や市議会等に報告し、意見を踏まえ

ながら行財政改革を推進していきます。

行財政改革に対する取組の
方向性を示した基本方針

行財政改革を具現化するため
の取組を示した計画

八戸市行政改革推進本部
本部長：市長
本部員：副市長

関係部長等
大綱の策定・進行管理

各部・各課等
アクションプログラム・
本部決定事項等の遂行

庁内推進体制

指示 報告

進捗状況
の管理

≪推進体制≫

公表・
報告

意見

市民

議会

八戸市行政
改革委員会

学識経験者
民間経営者
市民 等
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図南小学校校舎屋根のたわみ（凹）について 

 

１． 経緯 

 H29 年 4 月に屋根改修（トタン張替）のための現場調査を実施したところ、屋根中央部に目視でたわみ 

（ 凹 ）を発見。 

 同年 6 月に屋根のトタンを剥がし、コンクリートスラブ（以下、「屋根スラブ」という。）のたわみ調査を実施した

ところ、 

管理教室棟（第 1 棟）に、最大 60 ㎜、 

普通教室棟（第 2 棟）に、最大 90 ㎜のたわみが計測された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図南小学校の屋根スラブのたわみ許容値は計算上、100.7 ㎜までであり、特に第 2 棟はあと 10.7 ㎜に迫って

いることから、災害等の外的要因によりたわみが進行すれば、将来的に、屋根の崩落が予想された。 

 R2 年度に、たわみ簡易測定器を設置し、半年に 1 回程度の経過観察を開始。これまでにたわみの進行は見

られていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． たわみ（ 凹 ）の主な要因 

設計上、屋根を支える梁が少なかったことと、校舎竣工から現在までの 47 年間に、自然災害（震度５弱以上 

が 10 回発生、幾度かの大雪）による影響もあったと考えられる。 

 

 

 

議員全員協議会資料 
令和 7 年２月 20 日 
教 育 総 務 課 

全体写真 メモリ部分拡大写真 
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第１棟 ３階の屋根の状況 

最大 60mm のたわみ 

第２棟 ３階の屋根の状況 

最大 90mm のたわみ 
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３． 対策の検討 

 これまでにたわみの進行は見られていないが、今シーズンの青森市をはじめとする豪雪災害（学校施設の被害

あり）や、全国各地での大地震等の自然災害による被害が発生しており、図南小学校においては、児童の安

全確保の観点から、これまでの監視体制から抜本的な対策を講じる体制に移行する。 

 具体的には、「緊急かつ子どもたちへの影響を最小限にするため、早期に解決できる方法であること」を判断基

準とし、本校同一敷地内における、２階建てでの建替を検討する。 

（第一種低層住居専用地域：高さ制限 10ｍ） 

 

（参考）図南小学校の概要 

開 校：S53 年 4 月 1 日 ※R９年度で創立 50 周年 

児童数：104 人（R6 年 5 月 1 日現在） 

※今後の推計では、Ｒ11 年度までの 5 年間で学級数の変動はない。 

校 舎：鉄筋コンクリート造 3 階建て  

 

（1）他の学校の利用の検討 

想定ケース 課 題 

①他校へ統合の場合  図南小学校は、学校適正配置の検討開始の優先度が高い

段階に入っていない。 

 建物の危険性が高いことを理由に、長者小学校等近隣小学

校と統廃合を検討した場合、図南小学校の保護者、教職

員、受入先の学校ともに十分な理解と、運営方法の工夫が

必要であり、体制を整えるのに相当の時間を要するため、緊

急対応には馴染まない。 

 

②近隣の廃校利用の場合  旧番屋小学校を、図南小学校として再利用する場合、普通

教室が４つしかないため、教室数が不足。 

 

  以上のとおり、他校への統合と廃校利用を検討した結果、他の学校の利用は難しいと考える。 

 

（2）大規模改修・建替の検討 

新校舎の

整備手法 
想定ケース 

総事業費 

(概算) 

校 舎 供 用 開

始までの期間 

全行程完了

までの期間 
備考 ※（ ）内は工期 

 
 

従
来
ど
お
り
の 

 
 

設
計
・
施
工
等
の
分
割
発
注 

①大規模改修 

（屋根架替及び 

構造体の補強） 

約 39 億円 ５年 ５年 ・校庭に仮設校舎（ 2 年） 

・校舎改修工事（３年） 

②建替（2 階建） 

（鉄筋コンクリート造 

 ・鉄骨造・木造） 

約 24 億円 

～ 

約 32 億円 

３年 ６年 ・校庭に新校舎（３年） 

・現校舎解体工事 

（1.5 年） 

・新グラウンド整備（1.5 年） 

 

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
る 

設
計
・
施
工
等
の
一
括
発
注 

③建替（2 階建） 

（鉄骨造） 

約 28 億円 

 

２年 ５年 ・校庭に新校舎（ 2 年） 

・現校舎解体工事 

（1.5 年） 

・新グラウンド整備（1.5 年） 

 

※新校舎建設工事は、15 回

分割払いとし、予算の平準

化を図る。 

以上のとおり、本校の敷地内を利用して、最も工期が短くなるプロポーザルによる一括発注による③建替 

（２階建て）とするのが最善と判断。 
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４． 保護者・地域に対する説明及びアンケート結果について 

【説 明 会 日 程】 ①令和 7 年 2 月 13 日（木）対象：在校生保護者、地域   

②令和 7 年 2 月 14 日（金）対象：新入生保護者 

  【場    所】 図南小学校 

  【アンケート結果】 説明会出席者へ、市教育委員会の方針・方向性に関するアンケートを実施。 

          説明会の案内者 156 人に対し、出席者は 82 人（出席率 53％）、そのうち、アンケート回

答者は 74 人（回答率 90％）、そのうち、「同意する」が 72 人（97％）、「同意しない」は

0 人（0％）であった。 

          また、「早急に建ててほしい」「新校舎で早く勉強してほしい」「子どもたちの安全と、楽しいか

けがえのない大切な学校生活のためによろしくお願いします」等、建替に前向きなご意見をい

ただいた。 

 

５． 児童の安全確保のための対策スケジュール（案）について 

① R7 年 4 月に、第 2 棟の教室を第 1 棟へ集約し、児童の安全を確保 

※第 1 棟のたわみが進行した場合には、緊急避難先として、近隣の学校と連携し、余裕教室の活用を実施 

② R7 年度から 2 階建ての新校舎建設工事に着手 

③ R9 年度 新校舎開校 

④ R9 年度以降、現校舎解体（第 1 棟、第 2 棟とも） 

⑤ 現校舎解体後、新グラウンド整備 

 

６． 整備手法について 

・最も工期を短くするため、新校舎建設は、 

プロポーザルによる設計・施工等を一括発注 

・新校舎建設にかかる契約期間を 15 年とし、 

予算の平準化を図る 

 

７． 予算案について 

・新校舎建設に関連する経費については、今後精査の上、R7 年度に補正予算案を提出予定。 

・現校舎解体・新グラウンド整備については、R8 年度以降予算案を提出予定。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八

戸

環

状

線 

国 道 3 4 0 号 

至

田

向

地

区 

体 育 館 

至

南

郷

地

区 

至

長

者

地

区 至 白 山 台 地 区 

新 グ ラ ウ ン ド 

新 

校 

舎 

★プロポーザルによる一括発注でのメリット 

 校舎供用時期が早い（２年程度） 

 単年度にかかる経費が抑えられる（15 回の分割払い） 

《 新校舎及び新グラウンド整備完了後のイメージ 》 
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